
観音寺市　生活支援訪問事業　サービスコード表

種類 項目 給付率

A3 1001 90% 1,157

A3 1002 80% 1,157

A3 1007 70% 1,157

A3 1033 90% 1,041

A3 1034 80% 1,041

A3 1035 70% 1,041

A3 1003 90% 2,314

A3 1004 80% 2,314

A3 1008 70% 2,314

A3 1036 90% 2,082

A3 1037 80% 2,082

A3 1038 70% 2,082

A3 1061 90% 263

A3 1062 80% 263

A3 1063 70% 263

A3 1064 90% 236

A3 1065 80% 236

A3 1066 70% 236

A3 1067 90% 267

A3 1068 80% 267

A3 1069 70% 267

A3 1070 90% 240

A3 1071 80% 240

A3 1072 70% 240

A3 1161 90% -12

A3 1162 80% -12

A3 1163 70% -12

A3 1164 90% -10

A3 1165 80% -10

A3 1166 70% -10

A3 1167 90% -23

A3 1168 80% -23

A3 1169 70% -23

A3 1170 90% -21

A3 1171 80% -21

A3 1172 70% -21

サービスコード
サービス内容略称 　算　定　項　目 合成単位数

算定
単位

 生活支援訪問介護Ⅰ

　イ　生活支援訪問介護費（Ⅰ）
事業対象者、要支援１・２ 
（週１回程度）   1,157単位

 生活支援訪問介護Ⅰ・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問介護Ⅱ

　ロ　生活支援訪問介護費（Ⅱ）
事業対象者、要支援１・２ 
（週２回程度）   2,314単位

 生活支援訪問介護Ⅱ・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問介護Ⅰ・回数

　イ　生活支援訪問介護費（Ⅰ）
事業対象者、要支援１・２
 （週１回程度）    263単位
※１月の中で全部で４回まで

 生活支援訪問介護Ⅰ・回数・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問介護Ⅱ・回数

　ロ　生活支援訪問介護費（Ⅱ）
事業対象者、要支援１・２ 
（週２回程度）   267単位

※１月の中で全部で５回から８回まで

 生活支援訪問介護Ⅱ・回数・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算1

　イ　生活支援訪問介護費（Ⅰ）
事業対象者、要支援１・２ 
（週１回程度）   1,157単位

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算1・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算２

　ロ　生活支援訪問介護費（Ⅱ）
事業対象者、要支援１・２ 
（週２回程度）   2,314単位

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算２・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

1月に
つき

1回に
つき

1月に
つき



A3 1173 90% -3

A3 1174 80% -3

A3 1175 70% -3

A3 1176 90% -2

A3 1177 80% -2

A3 1178 70% -2

A3 1179 90% -3

A3 1180 80% -3

A3 1181 70% -3

A3 1182 90% -2

A3 1183 80% -2

A3 1184 70% -2

A3 1005 90% 200

A3 1006 80% 200

A3 1009 70% 200

A3 1011 90% 158

A3 1012 80% 158

A3 1015 70% 158

A3 1081 90% 142

A3 1082 80% 142

A3 1083 70% 142

A3 1013 90% 317

A3 1014 80% 317

A3 1016 70% 317

A3 1084 90% 285

A3 1085 80% 285

A3 1086 70% 285

A3 1021 90% 115

A3 1022 80% 115

A3 1029 70% 115

A3 1087 90% 103

A3 1088 80% 103

A3 1089 70% 103

A3 1023 90% 231

A3 1024 80% 231

A3 1030 70% 231

A3 1090 90% 207

A3 1091 80% 207

A3 1092 70% 207

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算１・回数

　イ　生活支援訪問介護費（Ⅰ）
事業対象者、要支援１・２
 （週１回程度）    263単位
※１月の中で全部で４回まで

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算１・回数・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算２・回数

　ロ　生活支援訪問介護費（Ⅱ）
事業対象者、要支援１・２ 
（週２回程度）   267単位

※１月の中で全部で５回から８回まで

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算２・回数・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問介護初回加算 　ハ　初回加算 200単位

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅰ１

事業対象者、要支援１・２
（週１回程度）　1,157単位

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅰ１・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅰ２

事業対象者、要支援１・２
（週２回程度）　2,314単位

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅰ２・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅱ１

事業対象者、要支援１・２
（週１回程度）　1,157単位

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅱ１・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅱ２

事業対象者、要支援１・２
（週２回程度）　2,314単位

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅱ２・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

１回に
つき

１月に
つき

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
所定単位数　137/1,000加算

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
所定単位数　100/1,000加算



A3 1025 90% 63

A3 1026 80% 63

A3 1031 70% 63

A3 1093 90% 56

A3 1094 80% 56

A3 1095 70% 56

A3 1027 90% 127

A3 1028 80% 127

A3 1032 70% 127

A3 1096 90% 114

A3 1097 80% 114

A3 1098 70% 114

A3 1101 90% 36

A3 1102 80% 36

A3 1103 70% 36

A3 1104 90% 32

A3 1105 80% 32

A3 1106 70% 32

A3 1107 90% 36

A3 1108 80% 36

A3 1109 70% 36

A3 1110 90% 32

A3 1111 80% 32

A3 1112 70% 32

A3 1113 90% 26

A3 1114 80% 26

A3 1115 70% 26

A3 1116 90% 23

A3 1117 80% 23

A3 1118 70% 23

A3 1119 90% 26

A3 1120 80% 26

A3 1121 70% 26

A3 1122 90% 23

A3 1123 80% 23

A3 1124 70% 23

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅲ１

事業対象者、要支援１・２
（週１回程度）　1,157単位

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅲ１・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅲ２

事業対象者、要支援１・２
（週２回程度）　2,314単位

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅲ２・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅰ１・回数

事業対象者、要支援１・２
 （週１回程度）    263単位
※１月の中で全部で４回まで

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅰ１・回数・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅰ２・回数

事業対象者、要支援１・２ 
（週２回程度）   267単位

※１月の中で全部で５回から８回まで

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅰ２・回数・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅱ１・回数

事業対象者、要支援１・２
 （週１回程度）    263単位
※１月の中で全部で４回まで

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅱ１・回数・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅱ２・回数

事業対象者、要支援１・２ 
（週２回程度）   267単位

※１月の中で全部で５回から８回まで

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅱ２・回数・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

　ニ　介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
所定単位数　55/1,000加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
所定単位数　137/1,000加算

１回に
つき

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
所定単位数　100/1,000加算



A3 1125 90% 14

A3 1126 80% 14

A3 1127 70% 14

A3 1128 90% 12

A3 1129 80% 12

A3 1130 70% 12

A3 1131 90% 14

A3 1132 80% 14

A3 1133 70% 14

A3 1134 90% 12

A3 1135 80% 12

A3 1136 70% 12

A3 1137 90% 28

A3 1138 80% 28

A3 1139 70% 28

A3 1140 90% 25

A3 1141 80% 25

A3 1142 70% 25

A3 1143 90% 56

A3 1144 80% 56

A3 1145 70% 56

A3 1146 90% 50

A3 1147 80% 50

A3 1148 70% 50

A3 1149 90% 6

A3 1150 80% 6

A3 1151 70% 6

A3 1152 90% 5

A3 1153 80% 5

A3 1154 70% 5

A3 1155 90% 6

A3 1156 80% 6

A3 1157 70% 6

A3 1158 90% 5

A3 1159 80% 5

A3 1160 70% 5

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅲ１・回数

事業対象者、要支援１・２
 （週１回程度）    263単位
※１月の中で全部で４回まで

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅲ１・回数・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅲ２・回数

事業対象者、要支援１・２ 
（週２回程度）   267単位

※１月の中で全部で５回から８回まで

 生活支援訪問事業処遇改善加算Ⅲ２・回数・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業ベースアップ等支援加算１

事業対象者、要支援１・２
（週１回程度）　1,157単位

 生活支援訪問事業ベースアップ等支援加算１・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業ベースアップ等支援加算２

事業対象者、要支援１・２
（週２回程度）　2,314単位

 生活支援訪問事業ベースアップ等支援加算２・同一
事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業ベースアップ等支援加算１・回数

事業対象者、要支援１・２
 （週１回程度）    263単位
※１月の中で全部で４回まで

 生活支援訪問事業ベースアップ等支援加算１・回数・同一

事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問事業ベースアップ等支援加算２・回数

事業対象者、要支援１・２ 
（週２回程度）   267単位

※１月の中で全部で５回から８回まで

 生活支援訪問事業ベースアップ等支援加算２・回数・同一

事業所と同一建物の利用者または
これ以外の同一建物の利用者20人
以上にサービスを行う場合×90％

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
所定単位数　55/1,000加算

　ホ　介護職員等ベースアップ
等支加算

介護職員等ベースアップ等支援加算
所定単位数　24/1,000加算

1月に
つき

介護職員等ベースアップ等支援加算
所定単位数　24/1,000加算

１回に
つき



種類 項目 給付率

A3 1041 90% 38

A3 1042 80% 38

A3 1045 70% 38

A3 1047 90% 34

A3 1048 80% 34

A3 1049 70% 34

A3 1043 90% 77

A3 1044 80% 77

A3 1046 70% 77

A3 1050 90% 69

A3 1051 80% 69

A3 1052 70% 69

A3 1185 90% -1

A3 1186 80% -1

A3 1187 70% -1

A3 1188 90% -1

A3 1189 80% -1

A3 1190 70% -1

A3 1191 90% -1

A3 1192 80% -1

A3 1193 70% -1

A3 1194 90% -1

A3 1195 80% -1

A3 1196 70% -1

（契約期間が１か月に満たない場合等）
サービスコード

サービス内容略称 　算　定　項　目 合成単位数
算定
単位

 生活支援訪問介護Ⅰ・日割

　イ　生活支援訪問介護費（Ⅰ）
事業対象者、要支援１・２
 （週１回程度）   38単位

 生活支援訪問介護Ⅰ・日割・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問介護Ⅱ・日割

　ロ　生活支援訪問介護費（Ⅱ）
事業対象者、要支援１・２ 

（週２回程度）  77単位

 生活支援訪問介護Ⅱ・日割・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算１・日割

　イ　生活支援訪問介護費（Ⅰ）
事業対象者、要支援１・２
 （週１回程度）   38単位

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算１・日割・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算２・日割

　ロ　生活支援訪問介護費（Ⅱ）
事業対象者、要支援１・２ 

（週２回程度）  77単位

 生活支援訪問高齢者虐待防止未実施減算２・日割・同一
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合×90％

1日に
つき

1日に
つき


